
　　4　エスカレーター
判 定

基 準

エスカレーターを設ける場合には、１以上
は、次に適合させる

（設置階）　　　階から　　　階

内のり幅1ｍ以上 （内のり幅）　　　　　　　ｃｍ

乗降口での移動手すりの水平部分の長さ
1.2ｍ以上

（水平部分）　　　　　　　　ｍ

乗降口の床面とくし板の識別しやすさ
・乗降口の床面に色による縁取り
・その他（　　　　　　　　　）

乗降口のステップの水平部分は3枚以上、
定常段差に達するまでのステップの水平部
分は5枚以上

(乗降口のステップの水平部分)
　　　　　　　　　　　　　　　枚
(定常段差に達するまでのステップ
 の水平部分)　　　　　　　　　枚

内のり幅80ｃｍ以上 （内のり幅）　　　　　　　ｃｍ

乗降口での移動手すりの水平部分の長さ
1.2ｍ以上

（水平部分）　　　　　　　　ｍ

乗降口の床面とくし板の識別しやすさ ・乗降口の床面に色による縁取り
・その他（　　　　　　　　　）

（注意） 1　目標となる指針の説明

不特定かつ多数の者が利用するエスカレーターだけが対象となります。

整 備 基 準
図面及び各項目
の名称・番号等

設 計 内 容

その他のエ
スカレータ
ーの構造

留 意 事 項

１以上のエ
スカレータ
ーの構造
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